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（１）

な水
 

① 適 
 
高

を行

設備

水

至る

によ

水と

章  具
安全で

）安全・

お客さまが

水づくりに

適正な浄

水源に応

中西条浄水

く、また天

そこで、原水

行います。

また、地下水

備を整備し

水道水が安全

るまでの過程

よって、安全

となるよう水

具体的施

良質な

安心な

が水道水をい

取り組み、

浄水処理の

じた浄水処

場では加古

候不順など

水の水質変

 

水を取水す

、遊離炭酸

全であること

程における、

全・安心な水

水道水の品質

施策 

水道水

水づくり

いつでも安心

水道水に対

の実施 

処理 

古川から取水

ど外的な要因

動をきめ細

る水源地で

酸対策として

＜

とは、水道の

、安全な水の

水道水を供給

質の向上に努

1 

水の供給

り 

心して飲用し

対する信頼を

水しているた

因により、原

細かく監視し

では、クリプ

て炭酸ガス軽

基 本 方 針

の最も基本

の供給を確

給します。

努めます。

給 

し、利用して

を高めます。

ため、地下水

原水の状態が

し、原水の状

プトスポリジ

軽減設備を整

針 ＞ 

的な要素で

実にする水

また、より
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ていただくた

 

水に比べ水質

が大きく変化

状況に応じた

ジウム対策と

整備します。

あるため、

水道システム

良質でおい

6章 具体的

ため、安全・

質事故の危険

化します。 

た最適な浄水

として紫外線

。 

 

 

 

 

 

 

水源から蛇

ムを構築する

いしく飲める

的施策 

 

・安心

険性が

水処理

線処理

蛇口に

ること

る水道
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害

適切

平

での

 

 

 

 

 

 

 

 

        
※原因

水道

章 具体的

水安全計画

浄水場から

）※が存在し

これらの原

切に対処し

平成 30 年度

の水質管理

                  
因（危害）  

道水質の安全

つ

効果 

的施策 
画に基づく

らお客さまの

しています。

因を把握・

、水道水の

度に策定した

を行ってい

                   
全性に問題を生

水安全計

つながるこ

適切な浄水

の蛇口まで水

。 

分析したう

の安全性を確

た「加古川市

いきます。

 

     
生じさせる可

画の運用に

とで、より

2 

水処理 

水道水をお

えで対策を

確保するシス

市水安全計画

 

可能性のある

により、危害が

安全で良質

水安全計画

送りする過

を立て、実際

ステムが「水

画」を的確

る要因です。災

が発生した

質な水道水を

画

過程には、様

際に発生した

水安全計画」

に運用し、

災害や人的ミ

際の迅速な

をお届けでき

様々な原因

た事象に迅速

」です。 

水源から蛇

 

ミス等があり

な対応に

きます。 

（危

速かつ

蛇口ま

ます。 



② 水 
 
厳

水

計画

 

 
水

定期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水

生労

評価

度管

め

水質検査

水質検査の

お客さまに

しく検査し

水質検査は

画」として

検査機器の

水質検査に

期的に点検

水質検査の

水質検査の

労働省が規

価による精

さらに、厚

管理にも参

ます。 

査体制の充

の適切な実

水道水をお

ます。 

、原水及び

策定・公表

の維持管理

使用する検

調整を行う

の信頼性の

精度と信頼

定する水道

度管理を進

生労働省及

加し、検査

充実 

実施 

お届けする前

び蛇口での水

表しており、

理 

検査機器につ

とともに法

の確保 

頼性を確保す

道水質検査方

進めます。

及び兵庫県が

査技術の更な

3 

前に、浄化さ

水質基準、検

計画に基づ

ついては、正

法定耐用年数

するため、厚

方法の妥当性

が行う外部精

なる向上に努

された水が水

検査項目と検

づき適切な検

確かつ信頼

数を基本に更

厚

性

精

努
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水質基準を満

検査回数を定

検査を日々実

頼性のある検

更新をしてい

6章 具体的

満たすかど

定め、「水質

実施します。

検査を行うた

いきます。 

的施策 

うか、

質検査

。 

ために、
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【 安全

水質基

 

[指標計

水質基 

章 具体的

全・安心

基準不適合率

計算式] 

基準不適合率

的施策 

心な水づく

指標名 

率 

 

率 （

水

異常

効果 

り 】の

水質基準不 

質管理体制

の早期発見

4 

目標 

（平成

不適合回数/ 

制を充実する

見につながり

現状 

成 28 年度）

0％ 

全検査回数

ることで、水

ります。 

 （平

数）×100 

水質の変動を

目標値 

平成 40 年度

0％ 

を把握し、  

度） 



（２） 
① 残

市

塩素

塩素

 

 

 

 

）水道水

残留塩素

市内各所に

素注入が必

素注入を行

効果 

水の品質

の適正な

設置した給

要となる配

うことで、

水道水の

ことにより

の向上

な管理 

給水モニター

配水池・ポン

残留塩素濃

 

の安全確保に

り、カルキ臭

5 

ーで測定する

ンプ場等での

濃度が 0.4mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
に必要な残留

臭の低減につ

る水質監視結

の最適塩素注

g/ℓ以下とな

留塩素濃度

つながります
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結果をもとに

注入量を決定

なるよう取り

を最適化さ

す。 

6 章 具体的

に、浄水場や

定し、きめ細

り組みます。

 せる

的施策 

や追加

細かい
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② 消
浄

よ

温度

ほか

 

章 具体的

消毒副生

浄水処理に

り塩素酸が

度管理を行

さらに、原水

か、粉末活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果 

的施策 
成物の抑

用いる次亜

が生成されま

うことで、

水の温度が

性炭を用い

消毒副生

をお届けで

抑制 

亜塩素酸ナト

ます。次亜塩

塩素酸の発

上昇する夏

いることによ

 
生成物の抑制

できます。

6 

トリウムを高

塩素酸ナトリ

発生を抑制し

夏季を中心に

より、消毒副

制に努めるこ

高温下で長期

リウムを貯蔵

します。 

に、中間塩素

副生成物の発

ことで、よ

期間貯蔵する

蔵する環境を

素処理による

発生の低減を

り一層安全

ると、その分

を整備し、適

る浄水処理を

を図ります。

 な水

分解に

適切な

を行う

。 



③ 異
水

の原

を

 

 

④ 直
拡大

【水道

平均残

最大カ 
[指標計

平均残

最大カ
水質基 

異臭味対

水道水の不

原水の検査

図ります。

直結直圧

受水槽を介

大を検討し

道水の品質

残留塩素濃度

カビ臭物質濃

計算式] 

残留塩素濃度

カビ臭物質濃
基準比率 

効果 

効果 

策の強化

快な臭気の

を常時行い

 

給水の推

さずに安全

ます。 

質の向上】

指標名 

度 

濃度水質基準

 

度 残

濃度 
（

臭気を低減

直結直圧給

化 

の原因となる

い、必要に応

推進 

全でおいしい

】の目標

準比率 

留塩素濃度

最大カビ臭 

減させること

水により、安

7 

るカビ臭対策

応じて活性炭

い水をお届け

 
（平成

0

度合計（㎎/ℓ

臭物質濃度（

とで、よりお

安全で良質な

策については

炭処理を行う

けできるよう

現状 

成 28 年度）

.46mg/ℓ 

50％ 

ℓ）/ 残留塩

（mg/ℓ）⁄水質

おいしい水を

な水道水をお

第 6

は、原因とな

うことで、カ

う、3階直結

 （平

0

塩素測定回数

質基準値（㎎

お届けでき

お届けできま

6章 具体的

なる物質につ

カビ臭物質の

 
結直圧給水区

 
目標値 

平成 40 年度

0.4mg/ℓ以下

40％ 

数（回） 

㎎/ℓ））×1

ます。 

ます。 

的施策 

ついて

の低減

区域の

度） 

下 

00 
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２． 

 

（１） 
① 浄
模地

更新

 

② 配
配

た

ます

水

が一

水道

 平

場・

急給

築し

章 具体的

危機に

）施設の

浄水場・

中西条浄水

地震に備え

新していき

配水施設

配水池やポ

め、計画的

す。 

水道は、生活

一時的に止ま

道事業者の責

平常時はもと

・水源地や配

給水や早期復

します。 

 

効果 

的施策 
強く安

の更新・

水源地の

場と各水源

た耐震化工

ます。 

設等の更新

ポンプ場は、

に耐震化工

活や地域の社

まることがあ

責務となって

とより、地震

配水池、基幹

復旧が図られ

災害時にも

定供給

耐震化

の更新・耐

源地は、水道

工事を優先的

新・耐震化

各家庭へ給

事を実施し

＜ 基

社会経済活動

あれば、その

ています。

震等の災害時

幹管路の耐震

れるように、

も被害を最小

8 

給ができ

耐震化 

道水をつくる

的に実施する

化 

給水するため

しながら、合

基 本 方 針

動に欠かせ

の社会的な

時において

震化を進め

、ハード・

小限に抑えら

る水道

る拠点となる

るとともに、

めの重要な施

合わせて老朽

針 ＞ 

ないライフ

影響は甚大

も一定の給

るとともに

ソフトの両

られ、早期に

道の構築

る施設であり

合わせて老

施設ですが、

朽化した設備

ラインであ

大であり、安

給水を確保す

、被災した

面から危機

に復旧できま

築 

り、引き続き

老朽化した設

計 13 施設

備を更新して

 

あり、その供

安定した供給

するため、浄

た場合でも、

機管理体制を

ます。 

 

き大規

設備を

設ある

ていき

供給

給が

浄水

応

を構
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第 66 章 具体的的施策 
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③ 水
将

正化

つ

 

【施設

浄水施

配水池 
[指標計

浄水施
耐震化

配水池  

章 具体的

水需要に

将来の水需

化を検討す

まずは、各水

いて具体的

設の更新・

施設の主要構

池の耐震化率

計算式] 

施設の主要構
化率 

池の耐震化率

効果 

的施策 
応じた水

要が減少し

る必要があ

水源別の割

な検討に取

・耐震化】

指標名 

構造物耐震化

率 

 

構造物 （
耐

率 
（
（

将来の水

水道施設の

していくこと

あります。

合について

取り組みます

】の目標

化率 

沈殿・ろ過
震化施設能

耐震対策の
m3））×100 

需要に合わ

10 

の計画的な

とが予想され

て検討を重ね

す。 

    
（平成

過施設の耐震
能力（m3/日）

の施された配

わせた施設規

な更新 

れる中で、施

ねたあと、各

現状 

成 28 年度）

67.5％ 

20.8% 

震化施設能力
）/ 全浄水

配水池有効容

規模の適正化

施設全体の規

各水道施設の

 （平

力（m3/日）
水施設能力（

容量（m3）/

化が図れます

規模について

の統廃合の可

 

目標値 

平成 40 年度

100％ 

100％ 

＋ろ過のみ
（m3/日）×1

/ 配水池有

す。 

ての適

可否に

度） 

み施設の
00 

効容量
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（２）管路の更新・耐震化  
① 基幹管路の更新・耐震化 

導水管、送水管や口径 400 ミリ以上の配水管は、漏水や地震により被害が生じた場

合、市民生活への影響が大きいため、優先的に更新を行います。 

また、老朽化した水道管の更新に合わせて、地震に強い耐震管や耐震性を高める工

事手法を採用することで、耐震化も同時に進めていきます。 

なお、将来的に水需要の減少が見込まれることから、口径のダウンサイジングも検

討していきます。 

 

 

② 配水支管の更新・耐震化 

基幹管路以外の配水管の更新は、避難所・学校・病院など重要な施設への管路、緊

急輸送道路に埋設された管路など、重要性の高い管路の更新を行います。 

また、道路の新設に合わせた配水管の整備や、今後加古川に架設される新設橋に耐

震性の高い水道管を添架するなど、地震などに備え配水管を複数系統化します。   
③ 更新基準の見直し 

地方公営企業法による法定耐用年数は、経理上の処理のために定められたものであ

り、必ずしも実際の使用限界年数と一致するものではありません。すでに法定耐用年

数を超過している管路もありますが、管種や埋設されている土質などを基に本市独自

の更新基準を設定します。 

これにより、法定耐用年数で更新する場合よりも財政面や人員体制で有利に働くこ

とになります。 

 



第 6

 

 

 

 

 

 

【管路

基幹管

配水支

 

[指標計

基幹管

配水支

 

章 具体的

路の更新・

管路の耐震化

支管の耐震化

計算式] 

管路の耐震化

支管の耐震化

効果 

的施策 

・耐震化】

指標名 

化率 

化率 

 

化率 （

化率 （

複数系統

に抑えられ

】の目標

基幹管路の

配水支管耐

 

統化により地

れ、早期に復

12 

 

 

（平成

の耐震管延長

耐震管延長（

地震などの災

復旧できます

現状 

成 28 年度）

22.5％ 

26.2％ 

長（m） / 基

（m） / 配水

災害時にも断

す。 

 （平

基幹管路総延

水支管総延長

断水被害が最

 

目標値 

平成 40 年度

40％ 

34％ 

延長（m））×

長（m））×1

最小限

度） 

×100 

00 



（３） 
① 有

災

の設

対策

 

 
業

践

断が

関係

訓練

せ

 

 

 
東

の停

現

し

に応

に

 

 

）危機管

有事対応

災害や事故

設置、危機管

策を行い、

防災訓練の

業務継続計

的な訓練を

ができる職

さらに、公

係機関が実

練等にも参

ます。 

電力確保 

東日本大震

停電により

現在、主要

ています。

応じて、自

また、電力

ついても検

理体制の

への備え

に備え、施

管理マニュ

水道事業全

の実施 

画（BCP）に

実施し、迅

職員を養成し

益社団法人

施する情報

加し、発災

災などの大

、給水に大き

な施設では

その他の施

家発電設備

会社からの

討します。

の構築 

え 

設や管路の

アルの整備

全体で危機管

に基づく机上

迅速かつ的確

します。 

人日本水道協

報伝達訓練や

災時の対応力

大規模地震で

きな支障が出

は自家発電設

施設について

備の整備を進

の受電系統の

 

13 

のハード面で

備、災害を想

管理を進めま

上訓練や実

確な状況判

協会などの

や応急給水

力を向上さ

では、長期

出ました。

設備を整備

ては、必要

進めます。

の２系統化

での耐震化だ

想定した訓練

ます。 

第 6

だけではなく

練などソフト

6章 具体的

く、自家発電

ト面でも有事

的施策 

電設備

事への
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災

い

水

補助

 

 
河

理の

基

 

 

② 住 
 

災

ち

が欠

が重

層の

 

 

 

章 具体的

支援体制の

災害時には

ただく「加

水道事業を熟

助を受ける

水安全計画

河川への油

の不具合等

づき、適切

住民との

各家庭での

災害発生時

ろんですが

欠かせませ

重要となり

の周知、啓

 

と

効果 

的施策 
の強化 

、多くの人

古川市上下

熟知する退職

ことで、災

画に基づく

流出事故や

による水道

かつ迅速な

連携 

の飲料水の

の初期対応

が、市民一人

ん。特に、応

ます。本市

発を図りま

ハード面だ

とで、有事対

員を必要と

下水道局災害

職者の方々

災害時の体制

く危機管理

や取水施設へ

道水へのリス

な対応を行い

の備蓄などの

応では、国や

人ひとりの「

応急給水等

市では、「自助

ます。 

だけでなく、

対応力の向上

14 

することか

害等支援協力

に、水道施

制強化を図り

への濁水流入

スクを確認し

い、水道水へ

の啓発 

や地方自治体

「自助」、自主

等が開始され

助」としての

ソフト面で

上が図れます

から、本市上

力員精度」を

施設の被害状

ります。 

入及び浄水場

した場合は、

への影響を未

体による「公

主防災組織

れるまでの期

の水の備蓄

でも危機管理

す。 

上下水道局の

を創設します

状況の報告や

場の機械故障

「加古川市

未然に防止し

公助」として

等による地

期間は、各家

の必要性に

理対策を進め

の退職者に支

す。 

や応急給水活

障による浄水

市水安全計画

します。 

 

ての応急活動

地域での「共

家庭での水の

について、よ

めるこ

支援を

活動の

水処

画」に

動はも

共助」

の備蓄

より一



 
開

給

で

今

の操

上

災害用応急

上下水道局

開始し、水道

災害用応急

給水栓です。

で、いち早く

今後、災害用

操作訓練等

させていき

効果 

急給水栓の

局では、地震

道水が利用で

急給水栓は、

手順を示す

く給水所を開

用応急給水

を実施する

ます。 

災害用応

期の応急給

の設置 

震等による断

できるよう、

簡易な手順

す看板のとお

開設すること

栓を指定避

など、地域

応急給水栓の

給水活動が期

15 

断水に備えて

災害用応急

順で市民の方

おりにホース

とができます

避難所へ順次

域のみなさん

の活用や住

期待できま

て、避難所に

急給水栓を整

方でも簡単に

スと組み立て

す。 

次整備すると

んとの連携を

民との連携

す。 

第 6

における給水

整備してい

に組み立て

て式蛇口を取

とともに、自

を図り、災害

携により、災

6章 具体的

水活動を早

ます。 

ることがで

取り付ける

自主防災組織

害時の対応力

災害時に早

的施策 

期に

きる

こと

織等と

力を向
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図 ６.１ 災害用応急給水栓整備計画図 

 



③ 県
 

連

連絡

援

が主

体

 

 
災

庫

 

 

 

 

【危機

BCP に

災害用  

県・他市

近隣市町等

連絡管を設

絡管を使用

・協力でき

また、公益社

主催する給

との連携を

兵庫県営水

災害時にお

県県営水道

機管理体制

基づく訓練

用応急給水栓

さ

効果 

町等との

等との合同

置している

した訓練を

る体制を築

社団法人日本

水活動訓練

深めます。

水道との連

ける安定し

との連携を

制の構築】

指標名 

練の実施 

栓 

県・他市町

させることが

の連携 

同訓練 

近隣市町と

を実施し、災

築きます。

本水道協会兵

練に参加し、県

 

連携 

した水の供給

を検討します

】の目標

 

町等との連携

ができます。

17 

と、定期的に

災害時に応

兵庫県支部

県内の事業

給が行えるよ

す。 

（平成

（平成

携や連絡管

。 

よう、広域的

現状 

成 28 年度）

0 回 

1 箇所 

成 30 年度）

により、断

第 6

的なバックア

 （平

 

水のリスク

6章 具体的

アップとして

 

目標値 

平成 40 年度

2 回以上/年

25 箇所 

クを低下

的施策 

て、兵

度） 

年 
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（４） 
① 適 
 

水

可欠

防保

浄

ます

意思

 

 
計

現

め

 

  

章 具体的

）施設の

適正な維

計画的な維

水道水の安

欠です。 

日々の点検

保全型の維

浄水場につ

す。運転業

思疎通を円

 

新たな漏水

計画的な漏

現在の有収

ていきます

と

効果 

的施策 
の機能維

維持管理 

維持管理 

定的な供給

や調査など

持管理を実

いては、平

務にかかる

滑にし、浄

水調査の研

水調査の実

率を保ちつ

。 

適正な点検

とによって施

持 

給には、水道施

どを適正に実

実施します。

平成 27 年度か

る情報交換を

浄水場の適切

研究 

実施により、

つつ、更なる

 

検・調査に基

施設の長寿命

18 

施設や管路

実施するとと

 

から中西条浄

を行うなど、

切な運転管理

高い有収率

向上を目指

基づき、予

命化が図れ

路の機能を健

ともに、計画

浄水場運転

受託業者と

理を図ります

率を保持して

指し、漏水の

防保全型の

ます。 

健全に維持す

画的に修繕・

管理業務を

との連携を密

す。 

ています。 

の新たな探知

維持管理を

することが必

・改修を行い

を全面委託し

密にするこ

知方法の研究

 を行うこ

必要不

い、予

してい

とで、

究を進



② 水 
 
水

な

 

 

 
分野

 

 

 

【施設

有収率

 

[指標計

有収率

 

 

水道施設

水道施設台

水道施設を適

ど、施設の諸

管路情報

マッピング

野で活用し

設の機能維

率 

計算式] 

率 

災

う

効果 

設台帳の整

台帳の作成

適切に管理す

諸元や点検調

システム

グシステムに

ていきます

維持】の目

指標名 

 

（

データ管理

災害時に素早

また、ベテ

うになります

整備・充実

成・整理 

するために、

調査に関する

（マッピン

については、

す。 

目標 

年間有収水

 

理による情

早く対応で

テラン職員の

す。 

19 

実 

、施設・設備

る情報等を電

グシステム

老朽管更新

（平成

水量（m3）/ 

報共有がで

きるように

のノウハウを

備の構造や経

電子化した水

ム）の活用

新の状況をデ

現状 

成 28 年度）

96.7％ 

年間配水量

できるように

になります。

をデータと

第 6

経年履歴、図

水道施設台帳

データ管理す

 （平

量（m3））×1

になるため、

 

して蓄積で

6章 具体的

図面・竣工図

帳を整備しま

するなど、様

 

目標値 

平成 40 年度

95.0％以上

00 

事故や

きるよ

的施策 

図書類

ます。 

様々な

度） 

上 



第 6章 具体的施策 

20 
 

３．信頼される健全な経営  

 

 

（１）持続可能な経営  
① 将来を見据えた経営  
 中長期的な視点での持続可能な経営 

水需要の減少に伴い、今後料金収入の減少が見込まれる中、施設の更新を行うには

多額の費用が必要になります。 

そこで、策定したアセットマネジメントに基づき、更新時期の平準化と費用最小化

を図るとともに、将来的な料金収入の減少も勘案し、50 年程度先を見据えた中長期

な視点での経営に取り組んでいきます。 

また、上下水道局では、この先 10 年間の経営の基本計画である「経営戦略」を平

成 29 年度に策定しています。 

「経営戦略」の内容については、定期的な見直しを行い、精度の高い財政計画を策

定します。 

 

 

＜ 基 本 方 針 ＞ 

水道事業はお客さまからの水道料金で成り立っており、たゆまない経営努力によ

り適正な料金で水道水を提供することが必要です。そのためには、将来を見据えた

経営を行い、効率的な運営による経営基盤の強化を目指します。 

また、引き続きお客さまサービスの向上に努めるとともに、事業の内容について

わかりやすい情報提供を行い、お客さまの満足度を高めることを目指します。 

さらに、地球温暖化防止のため、水道事業者として環境負荷の低減に努めます。
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・更新基準による各年度の費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アセットマネジメントに基づく更新費用の平準化 
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水

さ

一

営

経

保が

水

径別

改定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章 具体的

新たな料金

水需要の減

らに、人口

一方、老朽化

はますます

経営の効率

が必要です

水需要が減

別の料金の

定の必要性

る

効果 

的施策 
金体系の検

少により、

減少も進め

化した水道

厳しくなる

化を進めて

。 

減少していく

見直しや、

について、

健全な経営

ることができ

検討 

今後の水道

めば、料金の

施設の更新

ことが予想

ていくものの

中でも、安

従量料金の

調査研究し

営を行うこ

きます。 

22 

道料金の増加

の減少に拍車

新には多額の

想されます。

の、安定的な

安定した料金

の累進逓増型

します。 

とで、施設

加は期待でき

車がかかるも

の費用がかか

 

経営には自

金収入が得ら

型の料金体系

の更新など

きない状況で

ものと思われ

かることから

主財源であ

られるように

系の見直しな

着実に事業

です。 

れます。 

ら、水道事業

ある水道料金

に、基本料金

など、水道料

 業を進め

業の経

金の確

金の口

料金の



② 経 
 

本

て

て

に

 

 
今

て過

強化

兵

本

注

携

も検

 

 
水

訪

上

今

経営基盤

民間委託の

本市では、浄

、窓口業務

います。今

また、維持

ついて、調

広域連携の

今後、人口減

過大となる

化を図るた

兵庫県下に

本市が属し

など主にソ

について検

検討を進め

未収金対策

水道料金の

問等の早期

を図ってい

今後もこの

営

効果 

盤の強化 

の拡大と民

浄水場など

・検針業務

後も引き続

管理業務だ

査研究を進

の検討 

減少等の影

ことが想定

めの手段の

おいて、各

ている東播

フト面の連

討を進めま

ます。 

策 

未収金は、

接触ならび

ます。 

取り組みを

経営の効率

営ができます

民間的経営手

の運転管理

・料金の賦

続き民間委託

けではなく

進めます。

響を受けて

定される中で

の１つとして

各ブロック単

播磨ブロック

連携方策につ

ます。あわせ

滞納者の生

びに給水停止

を継続するこ

率化を図り経

す。 

23 

手法の活用

理業務、漏水

賦課及び収納

託を行いつつ

、管路や施

て料金収入が

で、施設・管

て、水道事業

単位で広域化

クの中では、

ついて検討し

せて、地域の

生活状況を考

止などの実効

ことで、料金

経営基盤を

用の検討 

水修繕業務、

納業務など、

つ、委託業務

施設の更新に

が減少し、現

管路の更新を

業の広域化が

化が検討され

他事業体と

しており、今

実状に応じ

考慮しながら

効性のある処

金収入を確保

強化するこ

第 6

水道お客さ

民間委託を

務の拡大など

における官民

現在の施設規

を進めるとと

があります。

れています。

の共同事務

今後もブロッ

じた広域化の

ら、文書、電

処分も取り入

保します。 

とで、安定

6章 具体的

さまセンター

を積極的に導

どを検討し

民連携手法の

規模が需要に

ともに経営基

。 

。 

務や物品の共

ック内での広

のあり方につ

電話督促及び

入れ、収納率

 定的な経

的施策 

ーとし

導入し

ます。 

の導入

に対し

基盤の

共同発

広域連

ついて

び現地

率の向
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③ 人
技

対応

公

こ

 

章 具体的

人材の育

技術を持っ

応するため

公益社団法

とによって

0

2

4

6

8

10

12

14

16

道

効果 

的施策 
成・確保

ているベテ

、職員一人

人日本水道

職員の技術

8

〜29歳

職員の知識

道サービスの

保 

テラン職員が

人ひとりの資

道協会主催の

術や知識を高

4

歳 30歳〜39歳

⽔道職

識、技術等を

の提供が可能

24 

が退職してい

資質の向上が

の外部研修な

高め、計画的

 

          

14

歳40歳〜49

職員の年齢構成

を常に一定以

能になります

いく状況やお

が求められま

などで、最新

的な人材の育

8

歳50歳〜59

成（⼈）

以上に保つこ

す。 

お客さまの多

ます。 

新の水道の動

育成を目指し

8

9歳 60歳〜

ことで、質の

多様なニーズ

動向や技術を

します。 

 〜

の高い水

ズに

を得る



④ 環
地

の保

上

うポ

 

【持続

経常収

料金回

 

[指標計

経常収

料金回

 

 

環境にや

地球温暖化

保全に向け

上下水道局

ポンプ等の

また、中西

続可能な経

収支比率 

回収率 

計算式] 

収支比率 

回収率 

再

減で

効果 

やさしい水

防止に貢献

た取り組み

においても

省エネルギ

条浄水場で

経営】の目

指標名 

 

（
業

（

再生可能エネ

できます。 

水道 

献するため、

みが求められ

、消費電力

ギー機器を採

での太陽光発

目標 

（営業収益
外費用（円

供給単価（

 

ネルギーの導

25 

二酸化炭素

れています。

の更なる削

採用します。

発電設備の設

（平成

1

1

（円）＋営業
）））×100

（円/m3）/ 給

導入により、

素（ＣＯ２）

 

削減を図るた

 

設置を検討し

現状 

成 28 年度）

120.7％ 

100.0％ 

業外収益（円

給水原価（円

、動力費の削

第 6

排出量の削

ために、イン

します。 

 （平

円））/（営

円/m3））×1

削減や環境

6章 具体的

削減など地球

ンバータ制御

目標値 

平成 40 年度

100％以上

100％以上

業費用（円

00 

境負荷を低

的施策 

球環境

御を行

 
度） 

 

 

）＋営
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（２） 
①  
 

水

設置

水道

施す

っ

め

業務

 

 

 
水

やす

 

 

 
給

時間

し

た

迅速

章 具体的

）お客さ

お客さま

窓口業務の

水道庁舎１

置し、休日に

道栓の開閉

することで

ています。

また、市民

、給水装置

務を一元化

多様な収納

水道料金の

すい環境整

また、携帯

漏水時の迅

給水管漏水

間 365 日受

ています。

さないよう

速に対応し

的施策 
さまとの

サービス

の一元化の

階に水道お

においても開

栓業務並び

、お客さま

 

サービスの

・排水設備

して取り扱

納方法の研

収納につい

備を行って

電話を使用

迅速な対応

時の修繕業

付ができる

お客さまの

、受付から

ます。 

コミュニ

スの実施

の推進 

お客さまセン

開始・中止届

びに収納業務

サービスの

の更なる向上

備関連など、

扱う新たな課

研究 

いては、口座

ています。

用した新たな

応 

業務を民間委

よう緊急体

の日常生活に

漏水箇所の

26 

ニケーシ

ンターを

届の受付、

務等を実

の充実を図

上を図るた

窓口関連

課を設立しま

座振替、コン

な支払方法の

委託し、24

体制を構築

に支障をき

の修理まで

ション 

ます。 

ンビニ収納、

の導入につい

クレジット

いて研究して

ト払いなど納

ていきます。

納付し

。 



 
ス

率化

る高

現

 

 

 

スマート

スマートメ

化が図れま

また、宅内漏

高齢者の見

現在、普及に

お

しま

効果 

メーターの

ーターは、

す。 

漏水の早期

守りサービ

に向けた議論

お客さまサー

ます。 

の導入検討

データ伝送

発見、電気

ビスなど、様

論がされてお

 

ービスの充実
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送装置により

気・ガス企業

様々な分野で

おり、今後の

実により、水

り自動検針が

業との連携や

での活用が期

の動向も注視

水道事業に対

第 6

が可能なため

や水道使用量

期待されてい

視し、調査・研

対する満足

6章 具体的

め、検針業務

量の見える化

います。 

研究を進めま

足度が向上

的施策 

務の効

化によ

ます。 

 



第 6

 

② 広 
 積

水

り、

くた

が必

ホ

たが

新

い

 

 経
水

来

 

 水
水

報提

 災
災

ー

メ

 

章 具体的

広報活動

積極的な広

水道は市民生

、将来にわた

ためには、お

必要です。 

ホームペー

が、上下水

たな試みを

ただけるよ

経営情報の

水道事業の

的な経営の

水道水の安

水道水の安

提供に努め

 

災害時など

災害時や緊

ジで実施し

ディアを活

 

的施策 
の充実 

報活動の展

生活になく

たり安定して

お客さまの水

ジを中心に

道局が発行

通じて、水

う積極的に

公表 

経営状況を

見通しを公

全性 PR 

全性や水質

ます。 

の情報提供

急時におけ

ていますが

用し、情報

展開 

てはならな

て水道事業を

水道事業に対

に情報を発信

行する広報誌

水道事業を身

に情報発信を

をはじめ、料

公表していき

質に関する情

供 

けるお客さま

が、より早く

報を発信して
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い存在であ

を持続してい

対するご理解

信してきまし

誌の配布など

身近に感じて

を行います。

料金収入の減

きます。 

情報を、ホー

まに対する情

より正確に

ていきます。

い

解

し

ど、

て

 

減少や今後の

ームページや

情報発信は、

に情報をお客

 

の更新費用の

や広報紙等で

主に上下水

客さまに伝え

の見通しなど

でわかりやす

水道局のホー

えるため、様

ど、将

すい情

ームペ

様々な



 イ
での

ベン

 

 広
さ

 

【お客

広報誌

アンケ

 

イベントの

市内小学校

の見学会を実

ント等を開催

広聴活動の

お客さまニ

まの声を取

客様との

誌発行回数 

ケートの実施

広

関心

効果 

実施 

校や町内会等

実施していま

催し、情報提

実施 

ーズを把握

り入れる仕

コミュニ

指標名 

施 

広報活動の充

心を深めてい

等を対象に、水

ます。引き続

提供の充実

握するため、

仕組みづくり

ニケーショ

充実で、より

いただくこと
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水道水がで

続き、水道

を図ります

 

 

 

 

 

 

 

広報誌を通

りを検討しま

 
ョン】の目

（平成

0

り一層水道事

とが期待でき

きるまでの

道事業を身近

。 

通じてアンケ

ます。 

目標 

現状 

成 28 年度）

0 回/年 

0 回 

事業の取り組

きます。 

第 6

の工程につい

近に感じてい

ケートを実施

 （平

定

組みへのご

6章 具体的

いて中西条浄

いただくため

施するなど、

目標値 

平成 40 年度

2 回/年 

定期的に実施

ご理解、ご

的施策 

浄水場

めのイ

お客

 
度） 

施 


